
 

北名古屋市監査公表第２０号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定に基づき、定例監

査を実施したので、同条第９項の規定により、その結果を公表する。 

 

  令和６年１２月１３日 

 

                  北名古屋市監査委員 吉 野 修 進 

 

                          

                  北名古屋市監査委員 井 上 一 男 

 

   定例監査の結果について 

 

１ 監査の対象及び実施期間 

  情報推進課及び環境課 

  対象期間 令和６年４月１日から令和６年１０月２５日までの所管事務 

  実施期間 令和６年９月３０日から令和６年１０月２５日まで 

 

２ 監査の概要 

  所管事務の執行について、監査資料及び関係書類等の提出を求め審査するととも

に、関係職員から説明を聴き、事務事業の執行が適正かつ合理的・効率的に行われ

ているかを主眼とし、北名古屋市監査基準に準拠して監査を実施した。 

 

３ 監査の結果 

  監査を実施した結果、各所管の事務事業の執行処理状況については、概ね適正に

行われていると認められた。なお、一部において是正を要する事項が見受けられた

が、その都度、関係者に指摘して是正指導を行った。 

情報推進課及び環境課の事務事業の内容及び監査の結果については、次のとおり

である。 

 

＜情報推進課＞ 

 主な所管事務は、デジタル化施策の総合的な企画調整、総合行政ネットワーク、情

報セキュリティ、電子情報通信基盤の整備及び活用、電子情報システムの管理及び運

営、マイナンバー制度に係る総合調整に関する事務である。 

 

 

 



 

監査を実施した結果、事務事業については、全般にわたり適正に執行されている

と認められた。 

 

＜環境課＞ 

 主な所管事務は、環境保全対策、エネルギー対策及び地球温暖化対策、公害の防止、

犬、猫等、ねずみ族及び衛生害虫、防疫、墓地、納骨堂及び火葬場の経営及び改葬の

許可、生物多様性、し尿及び浄化槽、廃棄物の処理及び清掃、循環型社会形成の推進、

北名古屋衛生組合に関する事務である。 

 

 ⑴ 契約事務について 

   委託契約を締結するにあたり作成する文書の一部において、内容が不明確とな

っているものがあった。 

 ⑵ 庶務事務について 

   公用車を利用した出張において、旅行命令簿（出張伺）が作成されていないも

のがあった。 

 

意 見 

 事後調定とすることができる歳入は、その性質上事前調定できない歳入に限られる

ことから、事前調定できる歳入については事前調定を行い、事後調定とすることがで

きる歳入と区別して取り扱う方法を検討されたい。 

 


